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第 3 発表：福島の現状について（10:50〜11:10）

記録誌に残した
「ふるさとへの思い」

赤宇木記録誌編集委員会

副委員長 今野 邦彦

1

経 歴

1958(昭和33)年11月 浪江町大字赤宇木（あこうぎ）字中平に生まれる

1995(平成 7)年 4月 赤宇木大字会（自治会）の役員に就任

2011(平成23)年 3月 福島第一原発事故により赤宇木を含む津島地区が 
 人の住めない土地となる

2014(平成26)年10月 両親が避難していた福島県伊達（だて）郡桑折（こおり）町に
 住宅を新築し、家族の同居を再開する

2016(平成28)年 5月 父が他界  2018(平成30)年2月 母が他界

2022(令和 4)年
10月29日 自宅解体立会い（実施されず）

 10月･11月？日 自宅解体実施（連絡無し）

2024(令和 6)年 3月 浪江町赤宇木の記録『百年後の子孫（こども）たちへ』を副編
 集委員長として完成させる

〃  赤宇木大字会の役員(副会長)を退任（29年間）
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赤宇木(津島)って どこ？

©都道府県市区町村https://uub.jp/

美しい国、日本
by安倍晋三(2016) 福島県
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うつくしま、ふくしま。(1991)

2011(平成23)/3/1
 人口：2,024,401人
2025(令和7)/8/1
 人口：1,720,659人
（▲303,742人・▲15.00％）
※郡山市(316,573人)が消えたに等しい

浪江町

編集委員長・今野義人 居住地(白河市)

今野邦彦 居住地(桑折町)
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浪江町 福島県最東端のまち

津島地区（旧津島村）

2011(平成23)/3/1
 人口：20,854人
2017(平成29)/5/末
 登録人口：18,256人
 居住 〃 ：   234人
（▲20,620人・▲98.9％）
2025(令和7)/8/末
 登録人口：14,280人
 居住 〃 ： 2,383人
（▲18,471人・▲88.6％） （浪江町役場HP）
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特定帰還居住区域（津島地区）

至 飯舘村

手七郎
赤宇木

至 川俣町

国道114号

国道459号
羽附

津島

南津島上

南津島下

至 葛尾村

国道114号

国道399号

国道399号

松木山・広谷地線

国道399号

国道459号

中平白追線

手七郎早坂線尻合大和久線

町村界
行政区界
特定帰還居住区域（第1回認定区域）
特定帰還居住区域（第2回追加区域）
避難指示解除区域

羽附集会所

つしま活性化センター

赤宇木集会所

手七郎集会所 津島地区全体
2011(平成23)/3/10 1,458人(451戸)
2013(平成25)/4/ 1 0人 (0戸)
2025(令和7)/10/ 5 20人 (12戸)

 （▲1,438人・▲98.6％）

赤宇木行政区
2011(平成23)/3/10 262人(82戸)
2013(平成25)/4/ 1 0人 (0戸)
2025(令和7)/10/ 5 0人 (0戸)

 （▲262人・▲100％）
2011/3/11〜2023/6/30 死者数：59人
2025/10/5現在 累計死者数：70人位?

（浪江町役場HP）

津島地区（旧津島村） 心やすらぐ あぶくま高原の里 グリーンシティつしま
面積=95.5㎢（浪江町(223.14㎢)の42.8% 大熊町=78.73㎢ 双葉町=51.42㎢ 楢葉町=103.64㎢）

津島には
DASH村が有りました
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津島の歴史
1181(養和元) 嶋一族（末裔は、三瓶・佐藤・髙橋・氏家等）が入植し嶋の里と呼ばれる（既に先住民はいた模様）
1323(元亨3)以降 相馬氏家臣今(紺)野氏が進出し、津嶋(島)村と改める（嶋一族と共存共生）
1549(天文18) 津島村の川南（南津島）が三春（田村）領となる
1639(寛永16) 行方郡中ノ郷所属となる
1656(明暦2)    標葉郡に組み替えられる

赤宇木村の誕生（津島村から新たに5ヶ村分村成立（赤宇木・昼曽根・羽付(附)・芹沢・水境／計6村）
1697(元禄10) 津島村から分村して下津島村が成立（計7村・津島地区の戸数＝152戸）
1783〜7(天明3〜7) 天明の大飢饉（1786 (天明6)年の津島地区の戸数＝51戸：1697(元禄10)年の１／３）
1879(明治12) 旧田村郡津島村（南津島）が南津島村と改称される
1880(明治13) 芹沢・水境村が津島村に吸収合併される
1889(明治22) 新制津島村の成立（赤宇木村は津島村大字赤宇木となる）

津島5カ村（津島・赤宇木・昼曽根・羽付(附)・下津島）と南津島村、行方郡川房村の一部が合併
1956(昭和31) 浪江町と合併（津島村大字赤宇木は浪江町大字赤宇木となる）
2011(平成23) 東日本大震災・福島第一原発事故発生（3/10現在の津島地区の戸数・人口＝529戸・1,458人）

 3/11 19:03 福島第一原発「原子力緊急事態宣言」発令（継続中） 3/15 避難指示発令（浪江町）
 4/22 計画的避難区域となる

2013(平成25) 4/ 1 帰還困難区域となる（津島地区の戸数・人口＝0戸・0人）
2017(平成29) 12/22「浪江町特定復興再生拠点区域復興再生計画(661㏊/津島は153ha)」を国が認定（20mSv/年の強制）
2023(令和5)   3/31 特定復興再生拠点区域の避難指示を解除（10:00）
2024(令和6)   1/16「浪江町特定帰還居住区域復興再生計画（一次）」を国が認定（20mSv/年の強制）
2025(令和7)  3/18「浪江町特定帰還居住区域復興再生計画（二次）」を国が認定（ 〃  ）

 6/20 閣議決定「帰還困難区域での活動を全面自由化・被曝線量は自己管理」
⇒除染はしない・活動は自由・被曝は自己責任

 7/15 立入規制緩和区域を設定（津島は2ヵ所/浪江町全体で6ヵ所）
  (本日)12/ 7 津島地区の戸数・人口＝12戸・20人 特定帰還居住区域の除染工事中（避難指示解除予定：未定）
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福島県における東日本大震災（1/2）

福島県 ≠ 原発事故

福島県 ＝ 地震＋津波＋原発事故 ＝ 自然災害＋人災

〈人的〉 死者数計 直接死 関連死 死亡届 自殺者（人）

福島県    4,180   1,605   2,349(61.7%) 226  119（47.2%）

浪江町       627   151     445      31
関連死者計3,809人：福島2,349人、宮城932人、岩手472、茨城県42人、他14人（〜25.8.1 福島県・復興庁）

自殺者計252人：福島119人、宮城64人、岩手59人、被災地外7都府県10人（〜24年 毎日新聞2025.3.29）

〈住家〉 全 壊   半 壊  一部破損  床上浸水  床下浸水（棟）

福島県  15,505 84,972  139,905   1,061 351

浪江町     772 2,384     154               2

〈平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報 （第1801報）

令和7(2025)年9月8日(月)8時00分現在 福島県災害対策本部〉
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福島県における東日本大震災（2/2）

内陸でも

2011.3.11 藤沼ダム決壊（須賀川市）：陸の津波

死者7人、行方不明者1人、流失・全壊19棟、床上床下浸水55棟、

田畑の土壌も多くが流失

2011.3.11 葉ノ木平地区土砂崩れ（白河市）
死者13⼈、埋没家屋10棟

2011.4.11 田人町土砂崩れ（いわき市）福島県浜通り地震
死者4⼈、埋没家屋3棟
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お墓にひなんします 2011.6.22縊死 女性(93) 南相馬市

このたび３月１１日のじしんとつなみでたいへんなのに 原発事故でちかくの人達がひなんめいれいで ３月１８日家のかぞくも
群馬の方につれてゆかれました 私は相馬市の娘○○（名前）いるので３月１７日にひなんさせられました たいちょうくずし入
院させられてけんこうになり２ケ月位せわになり ５月３日家に帰った ひとりで一ケ月位いた 毎日テレビで原発のニュースみ
てるといつよくなるかわからないやうだ またひなんするやうになったら老人はあしでまといになるから 家の家ぞくは６月６日
に帰ってきましたので私も安心しました 毎日原発のことばかりでいきたここちしません こうするよりしかたありません さよ
うなら 私はお墓にひなんします ごめんなさい

赤宇木でも

2011.6縊死 男性(26)
茨城県東海村の山林にて

2011.11割腹 男性(58)
赤宇木の自宅にて

自殺の状況

 

 
情報源：撮影 長谷川健一氏 

馬鹿につける薬なし
原発で 手足ちぎられ 酪農家
6／7 AM 9：30

やる気力 なくした
6／10 PM 1：00

原発さえなければ
姉ちゃんには大変おせわになりました
長い間おせわになりました
私の限度をこしました
2011 6／10 PM 1：30

ごめんなさい
大工さんに保険金で支払ってください
原発さえなければと思います
残った酪農家は原発にまけないで頑張って下さい
先立つ不幸を
仕事をする気力をなくしました
ケサコさんにはことばで言えないくらいにお世話になりました
妻 長男 次男 →※実名あり
ごめんなさい 何もできない父親でした
仏様の両親にも もうしわけございません。

参考：豊田直巳著 『フクシマ元年』
(毎日新聞社 2012.03.30) 第 4 章 酪農家の死

2011.6.10縊死 男性(54)
 酪農家 相馬市
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津 島 の 現 状

避難指示発令（2011/3/15-9:00 町長がTVを見て判断）
↓

屋内退避指示（2011/3/15-11:00 国 福島第一原発から20～30km圏内、津島地区の2/3が対象）
↓

計画的避難区域（2011/4/22）
↓

〈避難指示発令(2011/3/15)から2年間出入り自由〉
↓

帰還困難区域（2013/4/1） 特定復興再生拠点区域（1.6%・2023/3/31・除染・避難指示解除）

特定帰還居住区域（1.9%?・除染工事中・避難指示解除時期未定）

立入規制緩和区域（0.0002%?・2025/7/15・除染?避難指示解除）

残り全部（96.5%?・除染せず・活動自由化・被曝線量自己管理）
※2025/6/20閣議決定

⇒除染はしない、出入り・活動は自由、被曝は自己責任
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（厚生労働省HPより）

出荷制限 摂取制限

１市４町２村
※1 －

非結球性葉菜類
（ホウレンソウ、コマツナ等）

結球性葉菜類
（キャベツ等）

アブラナ科の花蕾類
（ブロッコリー、カリフラワー等）

カブ －

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、南相馬市、田村市（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域に限る。）、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、
富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村（東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域に限る。）

飯舘村

相馬市（県の定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（露地栽培）を除く。）

川俣町

伊達市（県の定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（施設栽培）を除く。）

原木ナメコ（露地栽培） 相馬市、いわき市 －

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅
川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉

村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、川内村、葛尾村、飯舘村（ただし、県の定める出荷・検査方針
※3
に基づき管理されるマツ

タケ、ナメコ、ナラタケ、ムキタケ及びクリタケを除く。）

会津若松市（ムキタケ、クリタケ、県の定める出荷・検査方針
※3
に基づき管理されるマツタケ、ナメコ及びナラタケを除く。）

西会津町(マイタケ、ナメコ、ムキタケ、クリタケ、県の定める出荷・検査方針
※3
に基づき管理されるマツタケ及びナラタケを除く。)

会津美里町(ナメコ、ムキタケ、県の定める出荷・検査方針
※3
に基づき管理されるマツタケ、ナラタケ及びクリタケを除く。)

只見町(ナラタケ、ブナハリタケ、ナメコ、ムキタケ、クリタケ、マイタケ、マツタケを除く。)

柳津町（マイタケ、県の定める出荷・検査方針
※3
に基づき管理されるマツタケ、ナメコ、ナラタケ、ムキタケ及びクリタケを除く。）

三島町（マイタケ、県の定める出荷・検査方針
※3
に基づき管理されるマツタケ、ナメコ、ナラタケ、ムキタケ及びクリタケを除く。）

昭和村（ムキタケ、マイタケ、クリタケ、ナメコ、県の定める出荷・検査方針
※3
に基づき管理されるマツタケ及びナラタケを除く。）

下郷町（ムキタケ、県の定める出荷・検査方針
※3
に基づき管理されるマツタケ、ナメコ、ナラタケ及びクリタケを除く。）

タケノコ
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、三春町、広野町、楢葉町、新地町、大玉
村、天栄村、西郷村、川内村、葛尾村

－

川俣町（山木屋の区域に限る。）

伊達市（県の定める管理計画に基づき管理されるワサビ（畑において栽培されたものに限る。）を除く。）

ウド（野生のものに限る。） 須賀川市、相馬市、広野町、楢葉町、葛尾村 －

クサソテツ（こごみ） 伊達市、郡山市、相馬市、桑折町、国見町、川俣町、三春町、広野町、楢葉町、葛尾村 －

クサソテツ（こごみ）
（野生のものに限る。）

福島市、南相馬市、二本松市、大玉村 －

コシアブラ
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、会津若松市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石
町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、南
会津町、広野町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、昭和村、川内村、葛尾村

－

コシアブラ（野生のものに限る。） 西会津町、只見町 －

ゼンマイ 二本松市、郡山市、須賀川市、田村市、相馬市、南相馬市、いわき市、川俣町、楢葉町、川内村、葛尾村 －

ゼンマイ（野生のものに限る。） 広野町、大玉村

ウワバミソウ（野生のものに限る。） 国見町 －

タラノメ（野生のものに限る。）
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、川俣町、鏡石町、古殿町、塙町、猪苗代町、広野
町、新地町、大玉村、北塩原村、西郷村、泉崎村、鮫川村、川内村、葛尾村

－

フキ 葛尾村 －

フキ（野生のものに限る。） 楢葉町 －

フキノトウ（野生のものに限る。） 福島市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、桑折町、国見町、広野町、楢葉町、葛尾村 －

ワラビ 南相馬市、川俣町、楢葉町、鮫川村、葛尾村 －

ワラビ（野生のものに限る。） 福島市、二本松市、いわき市、広野町、伊達市 －

ウメ 南相馬市（平成24年３月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。） －

ユズ 南相馬市（平成24年３月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。） －

クリ 南相馬市（平成24年３月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。） －

キウイフルーツ 南相馬市（平成24年３月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。） －

米　（平成23年産）
福島市（旧福島市及び旧小国村の区域に限る。）、二本松市（旧渋川村の区域に限る。）、伊達市（旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘
町の区域に限る。）

米　（平成24年産） ※4（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（平成25年産） ※5（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（平成26年産） ※6（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（平成27年産） ※7（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（平成28年産） ※8（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（平成29年産） ※9（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（平成30年産） ※10（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（平成31年産）（2019年産） ※11（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（令和２年産） ※12（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（令和３年産） ※13（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（令和４年産） ※14（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（令和５年産） ※15（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（令和６年産） ※16（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

米　（令和７年産） ※17（ただし、県の定める管理計画に基づき管理される米を除く。）

ヤマメ（養殖を除く。） 太田川（支流を含む。）、新田川（支流を含む。）、真野川（支流を含む。）並びに福島県内の阿武隈川（支流を含む。）
新田川

（支流を含む。）

ウグイ 真野川（支流を含む。） －

アユ（養殖を除く。） 真野川（支流を含む。）、新田川（支流を含む。） －

イワナ（養殖を除く。） 福島県内の阿武隈川（ただし、信夫ダムの上流（支流を含む。）を除く。） －

フナ（養殖を除く。） 真野川（支流を含む。） －

南相馬市(平成２４年３月３０日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。)、富岡町（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域（平成３０年３月
９日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）、大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された帰還困難区域（平成２９年１１月１
０日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）、双葉町（平成２５年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域（平成２９年９月１５日
付け認定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）、浪江町（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域（平成２９年１２月２２日付
け認定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）、葛尾村（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域（平成３０年５月１１日付け認
定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）及び飯舘村（平成２４年６月１５日付け指示により設定された帰還困難区域（平成３０年４月２０日付け認
定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）

富岡町（平成30年３月９日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。）、大熊町（平成29年11月10日付け認定により設定された特定復興再生拠点区
域に限る。）、双葉町（平成29年９月15日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。）、浪江町（平成29年12月22日付け認定により設定された特定復
興再生拠点区域に限る。）、葛尾村（平成30年５月11日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。）、飯舘村（平成30年４月20日付け認定により設定さ
れた特定復興再生拠点区域に限る。）（県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛を除く。）

イノシシの肉 全域 6市10町4村
※19

カルガモの肉 全域 －

キジの肉 全域 －

クマの肉
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、会津若松市、喜多方市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三
春町、小野町、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、大
玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、北塩原村、湯川村、昭和村、檜枝岐村

－

ノウサギの肉 全域 －

ヤマドリの肉 全域

シカの肉 全域（県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものを除く。） －

※1

※2

※3

※4

※5

※6

※7

※8

※9

※10

※11

※12

※13

※14

※15

※16

※17

※18

※19

（参考資料１）
原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等：令和７年10月14日現在

原乳

水産物

福島県

１市４町２村
※2

１市４町２村※２

野菜類

原木シイタケ（施設栽培）

キノコ類
（野生のものに限る。）

－

南相馬市
いわき市
棚倉町

（県の定める出

荷・検査方針
※3

に基づき管理さ
れるマツタケ、ナ
メコ、ナラタケ、
ムキタケ及びクリ
タケを除く。）

ワサビ
（畑において栽培されたものに限る。）

－

原木シイタケ（露地栽培）

福島県南相馬市（平成24年３月30日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、川俣町（平成25年８月７日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、富岡町（平成25年３月７日付け指示により設定された帰
還困難区域を除く区域に限る。）、大熊町（平成24年１１月30日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、双葉町（平成25年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、浪江町（平成25年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域
を除く区域に限る。）、川内村（平成26年９月12日付け指示により設定された避難指示解除準備区域に限る。）、葛尾村（平成25年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）及び飯舘村（平成24年６月15日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域
に限る。）

福島県広野町、楢葉町（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域を除く。）、川内村（福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域を除く。）、田村市（都路町、船引町横道、船引町中山字小塚及び字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国
有林福島森林管理署２５１林班の一部、２５２林班、２５３林班の一部、２５８林班から２７０林班まで、２８３林班から３００林班まで及び３０１林班から３０３林班までの一部の区域のうち福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内の区域を除く。）、南相馬市（福島第一原子力
発電所から半径２０キロメートル圏内の区域、福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル以上３０キロメートル圏内の区域のうち原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横
川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城並びに市内国有林磐城森林管理署２００４林班から２０８７林班まで、２０８８林班の一部、２０８９林班から２０９１林班まで、２０９５林班から２０９９林班まで及び２１３０林班の区域を除く。）、福島市（旧福島市（渡
利、小倉寺及び南向台を除く。）、旧平田村、旧庭塚村、旧野田村、旧余目村、旧下川崎村、旧松川町、旧金谷川村、旧水原村及び旧立子山村の区域に限る。）、伊達市（旧月舘町（月舘町月舘（関ノ下、松橋川原、川向及び舘ノ腰に限る。）及び月舘町御代田（北、東、西及び新堀ノ
内に限る。）に限る。）、旧掛田町（霊山町山野川に限る。）、旧柱沢村（保原町所沢（明夫内田、久保田、田仲内、西郡山、菅ノ町、河原田、東深町、西深町及び東田に限る。）及び保原町柱田（挟田、平、宮ノ内、前田、稲荷妻、砂子下及び根岸に限る。）に限る。）、旧堰本村（梁川町大
関（寺脇、清水、清水沢、松平、久保、棚塚、里クキ、山ノ口、宝木沢、笠石及び上ノ台を除く。）、梁川町新田及び梁川町細谷に限る。）、旧石戸村、旧上保原村、旧霊山村、旧小手村及び旧富野村（梁川町八幡に限る。）の区域に限る。）、二本松市（旧渋川村（渋川及び米沢に限
る。）、旧岳下村、旧小浜町、旧塩沢村、旧木幡村、旧戸沢村、旧石井村、旧新殿村、旧太田村（岩代町）及び旧太田村（東和町）の区域に限る。）、本宮市（旧白岩村、旧和木沢村（白沢村）及び旧本宮町の区域に限る。）、桑折町（旧半田村及び旧睦合村の区域に限る。）、国見町（旧
大木戸村及び旧小坂村の区域に限る。）、郡山市（旧富久山町の区域に限る。）、須賀川市（旧西袋村の区域に限る。）、いわき市（旧山田村の区域に限る。）、川俣町（旧飯坂村の区域に限る。）、三春町（旧沢石村の区域に限る。）、大玉村（旧玉井村の区域に限る。）

穀類 －

福島県双葉町（平成25年５月７日付け指示により設定された避難指示解除準備区域及び平成29年９月15日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、浪江町（平成29年12月22日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、飯舘村（平成30年４月20日に認定
された特定復興再生拠点区域に限る。）

福島県福島市（旧福島市、旧小国村、旧立子山村、旧松川町、旧水原村、旧下川崎村及び旧平田村の区域に限る。）、郡山市（旧富久山町の区域に限る。）、いわき市（旧山田村の区域に限る。）、須賀川市（旧西袋村の区域に限る。）、相馬市（旧玉野村の区域に限る。）、二本松市
（旧渋川村の区域に限る。）、田村市（都路町、船引町横道、船引町中山字小塚、船引町中山字下馬沢、常葉町堀田、常葉町山根並びに市内国有林福島森林管理署２５１林班の一部、２５２林班、２５３林班の一部、２５８林班から２７０林班まで、２８３林班から３００林班まで及び３０１
林班から３０３林班までの一部の区域に限る。）、南相馬市（小高区、原町区（片倉（字行津の区域に限る。）、馬場（字五台山、字横川及び字薬師岳の区域に限る。）、高倉（字助常、字吹屋峠、字七曲、字森及び字枯木森の区域に限る。）、雫（字袖原の区域に限る。）、小浜（字間形沢
を除く区域に限る。）、下江井、小沢、堤谷、江井、米々沢、小木廹、鶴谷、大甕（字田堤、字森合、字森合東及び字観音前の区域に限る。）、高（字町田、字北ノ内、字山梨、字高田、字北川原、字権現壇、字原、字鍛冶内、字舘ノ内、字弥勒堂、字薬師堂、字御稲荷、字中平、字大久保
前、字花木内及び字高林の区域に限る。）及び大原（字和田城の区域に限る。）の区域に限る。）並びに市内国有林磐城森林管理署２００４林班から２０８７林班まで、２０８８林班の一部、２０８９林班から２１０２林班まで、２１０４林班から２１０９林班まで及び２１３０林班を除く区域に限
る。）、伊達市（旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、旧小国村及び旧月舘町の区域に限る。）、本宮市（旧白岩村の区域に限る。）、川俣町（山木屋並びに町内国有林福島森林管理署１６１林班から１６５林班まで及び１６７林班の区域に限る。）、大玉村（旧玉井村の区域に限
る。）、広野町、楢葉町、川内村及び飯舘村（長泥並びに村内国有林磐城森林管理署２３０４林班、２３０５林班及び２３１０林班から２３１２林班までを除く区域に限る。）

福島県南相馬市（平成２４年３月３０日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、川俣町（平成２５年８月７日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、楢葉町、富岡町（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難
区域を除く区域に限る。）、大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、双葉町（平成２５年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、浪江町（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を
除く区域に限る。）、川内村（平成２４年３月３０日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、葛尾村（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）及び飯舘村（平成２４年６月１５日付け指示により設定された帰
還困難区域を除く区域に限る。）

福島県南相馬市（平成24年３月30日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、川俣町（平成25年８月７日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、楢葉町、富岡町（平成25年３月７日付け指示により設定さ
れた帰還困難区域を除く区域に限る。）、大熊町（平成24年11月30日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、双葉町（平成25年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、浪江町（平成25年３月７日付け指示により設定された帰還困
難区域を除く区域に限る。）、川内村（平成24年３月30日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、葛尾村（平成25年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）及び飯舘村（平成24年６月15日付け指示により設定され
た帰還困難区域を除く区域に限る。）
福島県南相馬市（平成２４年３月３０日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、川俣町（平成２５年８月７日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、楢葉町、富岡町（平成２５年３月７日付け指示により設
定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、双葉町（平成２５年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、浪江町（平成２５年３月７日付け指示により設定された
帰還困難区域を除く区域に限る。）、川内村（平成２６年９月１２日付け指示により設定された避難指示解除準備区域に限る。）、葛尾村（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）及び飯舘村（平成２４年６月１５日付け指示により設定された帰還
困難区域を除く区域に限る。）

肉

南相馬市（平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）、富岡町（平成25年3月7日付け指示により設置された帰還困難区域（平成30年３月９日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）、大熊町（平成24年11月30日付け指示により
設定された帰還困難区域（平成29年11月10日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）、双葉町（平成25年5月7日付け指示により設定された帰還困難区域（平成29年9月15日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）、浪江町（平成25年3月7
日付け指示により設定された帰還困難区域（平成29年12月22日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）、葛尾村（平成25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域（平成30年5月11日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。）に限る。）及び
飯舘村（平成24年6月15日付け指示により設置された帰還困難区域に限る。）

福島県川俣町（平成２５年８月７日付け指示により設定された居住制限区域及び避難指示解除準備区域に限る。）、富岡町（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された帰還困難区域を除
く区域に限る。）、双葉町（平成２５年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、浪江町（平成２５年３月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）

福島県南相馬市（平成24年3月30日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）、富岡町（平成25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）、大熊町、双葉町、浪江町（平成25年3月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）、葛尾村（平成25年3
月7日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）及び飯舘村（平成24年6月15日付け指示により設定された帰還困難区域に限る。）

牛の肉
※18 －

非破壊式放射能測定装置を用いて、スクリーニング検査を行い、スクリーニングレベル以下のものは出荷等が可能。

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、桑折町、国見町、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、川内村、葛尾村、飯舘村

福島県大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された帰還困難区域（令和２年３月5日に立入規制が緩和された区域を除く）を除く区域に限る。）、双葉町（平成２５年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）

福島県大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された帰還困難区域（平成29年11月10日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。）を除く区域に限る。）、双葉町（平成２５年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域（平成29年９月15日に認定された特定復興再
生拠点区域を除く。）を除く区域に限る。）、葛尾村（平成30年５月11日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）

当該県において飼養されている牛について、県外への移動（１２月齢未満の牛のものを除く。）及びと畜場への出荷を差し控えるよう要請

福島県大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）、双葉町（平成２５年５月７日付け指示により設定された帰還困難区域を除く区域に限る。）

福島県富岡町（平成30年３月９日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された避難指示解除準備区域及び平成２９年１１月１０日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、双葉町（平成25年５月７日付
け指示により設定された帰還困難区域（平成29年９月15日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。）を除く区域に限る。）、浪江町（平成29年12月22日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、葛尾村（平成30年５月11日に認定された特定復興再生拠点区域
に限る。）、飯舘村（平成30年４月20日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）

福島県富岡町（平成30年３月９日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、大熊町（平成２４年１１月３０日付け指示により設定された避難指示解除準備区域及び平成２９年１１月１０日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、双葉町（平成25年５月７日付
け指示により設定された帰還困難区域（平成29年９月15日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。）を除く区域に限る。）、浪江町（平成29年12月22日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、葛尾村（平成30年５月11日に認定された特定復興再生拠点区域
に限る。）、飯舘村（平成30年４月20日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）

福島県富岡町（平成30年３月９日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、大熊町（平成24年11月30日付け指示により設定された帰還困難区域（平成29年11月10日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。）を除く区域に限る。）、双葉町（平成25年５月７日付け指示により
設定された帰還困難区域（平成29年９月15日に認定された特定復興再生拠点区域を除く。）を除く区域に限る。）、浪江町（平成29年12月22日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、葛尾村（平成30年５月11日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）、飯舘村（平成30
年４月20日に認定された特定復興再生拠点区域に限る。）
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福島第一原発〜最も遠い静岡県富士市＝３２８㎞
柏崎刈羽原発〜浪江町役場津島支所 ＝１９２㎞

 〃  〜東京都庁 ＝２１７㎞
 〃  〜東京電力本社 ＝２２１㎞
 〃  〜名古屋市 ＝２９２㎞

 〃  〜京都市 ＝３６９㎞

出荷制限

野菜類 キノコ類（野生䛾も䛾に限る。）
青森市（ナラタケ、ムキタケ、クリタケ、ハタケシメジを除く。）、十和田市（ナラタケ、ブナハリタケ、ムキタケ、ナメコを除く。）、鰺ヶ沢町（ナラタケ、ムキタケを除く。）、階上町（ナラ
タケ、クリタケ、クリタケモドキを除く。）

出荷制限

原木シイタケ（露地栽培）
大船渡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、住田町、大槌町、山田町（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木シイ
タケ（露地栽培）を除く。）

奥州市

一関市（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木クリタケ（露地栽培）を除く。）

陸前高田市、釜石市、奥州市

大船渡市、一関市（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木ナメコ（露地栽培）を除く。）

キノコ類（野生䛾も䛾に限る。） 大船渡市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、金ケ崎町、平泉町、住田町

タケノコ 一関市（旧一関市、旧室根村及び旧川崎村䛾区域に限る。）、陸前高田市（旧矢作村、旧横田村䛾区域に限る。）、奥州市（旧前沢町及び旧衣川村䛾区域に限る。）

コシアブラ 盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、釜石市、奥州市、住田町

ゼンマイ 一関市、奥州市、住田町

ワラビ（野生䛾も䛾に限る。） 陸前高田市、奥州市（旧前沢町及び旧衣川村䛾区域に限る。）、平泉町（旧平泉町䛾区域を除く。）

シカ䛾肉 全域（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるシカ䛾肉を除く。）

クマ䛾肉 全域

ヤマドリ䛾肉 全域

出荷制限

白石市、東松島市、富谷市

仙台市、石巻市、気仙沼市、名取市、角田市、登米市、栗原市、大崎市、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、大和町、大衡村、色麻町、加美町、南三陸町、蔵王町（県䛾定め
る管理計画に基づき管理される原木シイタケ（露地栽培）を除く。）

仙台市、登米市、村田町、南三陸町

気仙沼市（県䛾定める出荷・検査方針
※1
に基づき管理されるマツタケを除く。）

栗原市、大崎市（県䛾定める出荷・検査方針
※1
に基づき管理されるナメコ、ナラタケ、ムキタケ、クリタケを除く。）

栗原市（旧栗駒町、旧鶯沢町、旧金成町及び旧花山村䛾区域䛾うち、県䛾定める管理計画に基づき管理される区域並びに旧築館町、旧志波姫町、旧高清水町、旧瀬峰町、
旧若柳町及び旧一迫町䛾区域を除く。）

丸森町（旧金山町、旧舘矢間村及び旧大張村䛾区域に限る。（県䛾定める出荷・検査方針
※1
に基づき管理されるタケノコを除く。））

気仙沼市、七ヶ宿町、大和町、南三陸町

登米市、栗原市、大崎市（県䛾定める出荷・検査方針※1に基づき管理されるコシアブラを除く。）

ゼンマイ 気仙沼市、大崎市

ゼンマイ（野生䛾も䛾に限る） 丸森町

タラノメ（野生䛾も䛾に限る。） 栗原市（旧築館町、旧栗駒町、旧高清水町、旧一迫町、旧瀬峰町、旧金成町及び旧志波姫町䛾区域を除く。）

ワラビ（野生䛾も䛾に限る。） 大崎市、加美町

イワナ（養殖を除く。）
一迫川䛾うち花山ダム䛾上流（支流を含む。）、江合川䛾うち鳴子ダム䛾上流（支流を含む。）、三迫川䛾うち栗駒ダム䛾上流（支流を含む。）及び松川（支流を含む。ただし、濁
川及びそ䛾支流並びに澄川４号堰堤䛾上流を除く。）

ヤマメ（養殖を除く。） 白石川（支流を含む。ただし、七ヶ宿ダム䛾上流を除く。）

ウグイ 宮城県内䛾北上川（支流を含む。）

イノシシ䛾肉 全域（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるイノシシ䛾肉を除く。）

クマ䛾肉 全域

シカ䛾肉 全域（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるシカ䛾肉を除く。）

出荷制限

野菜類 キノコ類（野生䛾も䛾に限る。） 山形市

肉 クマ䛾肉 全域（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるクマ䛾肉を除く。）

出荷制限

土浦市、常陸大宮市、那珂市、行方市、小美玉市、茨城町、阿見町（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（露地栽培）を除く。）

ひたちなか市、守谷市、鉾田市、つく䜀みらい市

土浦市、鉾田市、茨城町（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（施設栽培）を除く。）

コシアブラ（野生䛾も䛾に限る。） 日立市、常陸太田市、常陸大宮市、城里町、北茨城市、高萩市、石岡市、大子町、桜川市、笠間市

キノコ類（野生䛾も䛾に限る。） 水戸市、日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つく䜀市、茨城町、城里町、大子町

肉 イノシシ䛾肉 全域（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるイノシシ䛾肉を除く。）

出荷制限

上三川町、塩谷町、那須町

宇都宮市、足利市、栃木市（旧岩舟町䛾区域を除く。）、鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、益子町、那須烏山市、茂木町、市貝町、芳賀町、
壬生町、高根沢町、那珂川町（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（露地栽培）を除く。）

原木シイタケ（施設栽培） 鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、芳賀町、壬生町、那須町（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（施設栽培）を除く。）

宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、塩谷町、高根沢町

さくら市（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木クリタケ（露地栽培）を除く。）

原木ナメコ（露地栽培） 佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、壬生町、那須町、那珂川町

キノコ類（野生䛾も䛾に限る。） 鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、益子町、茂木町、塩谷町、那須町、那珂川町

タケノコ 日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、那須町（ただし、大田原市、矢板市、那須塩原市及び那須町において、県䛾定める管理計画に基づき管理される区域を除く。）

クサソテツ（こごみ）（野生䛾も䛾に限る。） 大田原市、那須塩原市、那須町

コシアブラ（野生䛾も䛾に限る。） 宇都宮市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、茂木町、市貝町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

サンショウ（野生䛾も䛾に限る。） 宇都宮市、日光市、大田原市、那須塩原市

ゼンマイ（野生䛾も䛾に限る。） 鹿沼市、日光市、那須町

タラノメ（野生䛾も䛾に限る。） 宇都宮市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、市貝町、塩谷町、那須町

ワラビ（野生䛾も䛾に限る。） 宇都宮市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市

イノシシ䛾肉 全域（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるイノシシ䛾肉を除く。）

シカ䛾肉 全域

出荷制限

キノコ類（野生䛾も䛾に限る。） 沼田市、安中市、みどり市、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、みなかみ町

コシアブラ(野生䛾も䛾に限る。)
※2 前橋市（旧富士見村に限る。）、沼田市、渋川市（旧伊香保町に限る。）、藤岡市（旧藤岡市に限る。）、みどり市（旧勢多郡東村に限る。）、下仁田町、中之条町、長野原町、草

津町、みなかみ町、嬬恋村、片品村、川場村

タラノメ(野生䛾も䛾に限る。)
※2 前橋市（旧富士見村に限る。）、高崎市（旧倉渕村に限る。）、沼田市（旧沼田市及び旧利根村に限る。）、渋川市（旧渋川市に限る。）、吉岡町、中之条町（旧中之条町に限

る。）、川場村

イノシシ䛾肉 全域

クマ䛾肉 全域

シカ䛾肉 全域（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるシカ䛾肉を除く。）

ヤマドリ䛾肉 全域

出荷制限

野菜類 キノコ類（野生䛾も䛾に限る。） 鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町

出荷制限

流山市、八千代市、我孫子市、白井市

千葉市、佐倉市、君津市、富津市、印西市、山武市（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（露地栽培）を除く。）

原木シイタケ（施設栽培） 君津市、富津市、山武市（県䛾定める管理計画に基づき管理される原木シイタケ（施設栽培）を除く。）

肉 イノシシ䛾肉 勝浦市、大多喜町、茂原市、長柄町及び長南町を除く全域（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるイノシシ䛾肉を除く。）

出荷制限

野菜類 コシアブラ（野生䛾も䛾に限る。） 魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町

新発田市、十日町市、糸魚川市、上越市、南魚沼市（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるクマ䛾肉を除く。）

出荷制限

野菜類 キノコ類（野生䛾も䛾に限る。） 富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村

出荷制限

軽井沢町、御代田町

小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南牧村（マツタケを除く。）

コシアブラ 長野市、中野市、軽井沢町、御代田町、木島平村、野沢温泉村

軽井沢町

富士見町（県䛾定める出荷・検査方針に基づき管理されるシカ䛾肉を除く。）

出荷制限

野菜類 キノコ類（野生䛾も䛾に限る。） 富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町

※1

※2

新潟県

山梨県

長野県

静岡県

肉 シカ䛾肉

野菜類
キノコ類（野生䛾も䛾に限る。）

肉 クマ䛾肉

新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、燕市、妙高市、五泉市、阿賀野市、魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯
沢町、津南町、刈羽村、関川村

旧市町村䛿平成15年３月31日時点䛾も䛾

肉

野菜類
タケノコ

山形県

非破壊式放射能測定装置を用いて、スクリーニング検査を行い、スクリーニングレベル以下䛾も䛾䛿出荷等が可能。

野菜類

水産物

原木シイタケ（露地栽培）

原木シイタケ（施設栽培）

原木シイタケ（露地栽培）

肉

野菜類

原木クリタケ（露地栽培）

キノコ類（野生䛾も䛾に限る。）

原木ナメコ（露地栽培）

野菜類

原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等：令和７年10月14日現在

青森県

岩手県

宮城県

肉

野菜類

肉

原木シイタケ（露地栽培）

原木シイタケ（露地栽培）

栃木県

茨城県

群馬県

埼玉県

千葉県

野菜類

原木クリタケ（露地栽培）

コシアブラ
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Photo by テレビユー福島

苦節11年
全888ページ
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赤宇木三部作 その２(2024年)

浪江町赤宇木(あこうぎ)の記録

『百年後の子孫(こども)たちへ』
※赤宇木：浪江町の一行政区（旧津島村の一部）

14



2025/12/7

8

異 例！
82戸(262人)の大字誌が受賞

15

浪江町赤宇木の記録『百年後の子孫(こども)たちへ』

私たちは なぜ記録誌を作ったのか

１）宣告「100年は帰れない」by 国(環境省)･2011(平成23)年秋
 長くても1〜2週間の避難だと思っていたのに･･･100年＝5200週！

２）奥会津で見た 一つの石碑
 災害により移転消滅した集落に赤宇木を見る

３）荒れ続ける故郷
 毎月の線量測定時に見る荒廃・帰還困難区域という追打ち

Photo by NHK
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photo by 福島中央テレビ
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photo by 豊田直巳
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photo by 渡部直樹
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41

発刊のことば 赤宇木記録誌編集委員会委員長 今野 義人
発刊によせて 元浪江町長 故 馬場 有
発刊によせて 元浪江町教育委員会委員長 畠山 熙一郎

第１部 足あと
第１章 村の始まりから現代まで
第１節 地名考「赤宇木（アコウギ）」
第２節 狩猟採集〜農耕の時代
第３節 古代・中世・近世
第４節 近代
第５節 現代

第２章 赤宇木村から津島村、そして浪江町へ
第１節 いにしえの村々
第２節 公共施設と公職
第３節 郵便事業
第４節 津島の牧

第３章 産業
第１節 稲作と養蚕
第２節 林業
第３節 酪農

『百年後の子孫(こども)たちへ』目次(1/4)
（目次だけで 433項目・2段組5ページ）
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第４章 信仰 習俗 自然
第１節 赤宇木の年間行事
第２節 方言と昔言葉
第３節 神社とお祭り
第４節 仏教および寺院
第５節 講およびその他の信仰
第６節 津島五山と動植物

第５章 団体 組織 役職
第１節 行政区、大字会・組・部
第２節 特別職・各種団体
第３節 組合
第４節 中山間直接支払制度
第５節 事業・企業

第６章 教育と文化
第１節 学校
第２節 わらべ歌・子供たちの遊び
第３節 『ひみつ基地の森・つしま』
第４節 スポーツ
第５節 津島の田植え踊り
第６節 盆踊り
第７節 敬老会
第８節 いきいき夢まつり
第９節 赤宇木の郷土料理

『百年後の子孫(こども)たちへ』目次(2/4)

43

第７章 ふるさと赤宇木
第１節 赤宇木を追われる
第２節 泡滝組・椚平組
第３節 中組
第４節 白追１〜３組
第５節 上組・葛久保組
第６節 小阿久登組・休石組
第７節 赤宇木の昔の地名

第８章 年表および震災後の物故者
１ 年表
２ 震災後の物故者

第２部 放射能汚染調査報告
・赤宇木地区の下見メモ
・赤宇木地区の放射能汚染調査報告（2015年3月）
・赤宇木地区の放射線量調査報告（2020年11月）
・赤宇木地区全戸の放射線量率測定記録
・10年間の放射線量測定記録

『百年後の子孫(こども)たちへ』目次(3/4)
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資料
・トロッコ道軌跡
・津島開拓40年乃歩み
・津島の石仏・石塔
・旧三島街道見てある記
・郷大昼
協力者
資料／参考・引用文献
編集委員会紹介
百年後の子孫たちへ〜あとがきに代えて

『百年後の子孫(こども)たちへ』目次(4/4)

苦節11年

全888
ページ

３㎏

Photo by テレビユー福島

赤宇木三部作 その２(2024年)

45

注目記事① —— 地名〈1.7.7他〉
ひきちゃ窪 美し岩 山伏沢 センノクボ キチベイ井戸 桶木小屋（オゲンコヤ） 洗濯淵
塩浸（シオビテ） でじまる ナガロ のまんまえ マツタケ沢 ダイコン坂 カーブラキ沢 ヨコミチ
ちょうじろう窪 バンカリ坂 うるしま らんばの窪 御所車 方の曲 薔薇
忠吉(チュウキ)っつぁんとこの橋 美吉(ミキ)っつぁんとこの橋 弁慶石 休石

46



2025/12/7

24

注目記事② —— 農産物〈1.3.1.2.2〉

野生のキノコも重要な農産物

47

注目記事③ —— 農機具〈1.3.1.3.6〉

軽トラは も
はや農機具！

48
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注目記事④ —— 炭焼き〈1.3.2.2〉

あなたも今日から炭焼き名人！

49

注目記事⑤ —— 方言〈1.4.2〉

方言を方言で解説することも

しっぱめる→「つっぱめる」こと???

50
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注目記事⑥ —— 葬儀〈1.4.4.9.1･2〉

地域で送り出す ということ

51

注目記事⑦ —— 個人の記録〈1.7.4.3〉

国策により満州へ、再度 国策により満州から赤宇木へ、
三たび 国策により赤宇木を追われる。いったい国とは･･･

52
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注目記事⑧ —— 放射線量記録〈2.4･5〉

53

注目記事⑨ ——津島開拓40年乃歩み〈完全復刻版〉（資料2）
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入植戸数：３８０戸
新設小学校： ３校
（赤宇木・手七郎・羽附）
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『百年後の子孫（こども）たちへ』のこだわり

１）住民による完全手作り

プロが入っていない（放射能汚染調査報告を除く）：余分なバイアスの排除

２）登場人物は全員実名
公文書が得意とする「黒塗り」無し

３）各家の写真は最低でも４枚

住民が見ていた四季を再現

４）膨大な量の聞き書き
避難先を訪ねて生の声を聞き取り

５）怒りの言葉が無い

言葉では表現しきれない怒り→全８８８頁全体で表現

Photo by テレビユー福島
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『百年後の子孫（こども）たちへ』の役割

１）故郷の再生マニュアル

２）奪われたものの一覧表

 三つの間：空間・時間・人間(じんかん)

３）破綻した国策への回答

４）故郷に捧げる経典

Photo by テレビユー福島
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福島第一原発事故＝史上最大最悪の公害

公害の被害者は三度殺される

一度目は、加害企業に殺され（人生・あるいは命を奪われ）

二度目は、法や行政に殺され（司法や政治に救済を求めて裏切られ）

三度目は、世論（無関心な世間）に殺される

いま、福島を見殺しにしようとしているのは誰でもない、

あなたであり、私である。

石井 亨 『もう「ゴミの島」と言わせない 豊島産廃不法投棄、終わりなき闘い』
Photo by豊島のこころ資料館
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目 次
｟プロローグ｠「開拓移民」あの記憶を風化させてはならない

〔第１幕〕福島県安達郡上川崎村
〔第２幕〕一家あげて九人が満州へ
〔第３幕〕広大な大地につち音高く
〔第４幕〕ソ連軍の侵攻で天地が逆転
〔第５幕〕チチハルで最後の生活

〔第６幕〕祖国へ向けて出発
〔第７幕〕祖国の土を踏む
〔第８幕〕津島村の開拓地に入植
〔第９幕〕昭栄製糸工場時代
〔第10幕〕近江絹糸工場時代

〔第11幕〕結婚・家族のこと
〔第12幕〕再訪の旅
｟エピローグ｠先人の轍、次代の若者に踏ませてはなりません
龍江省訥河県下学田開拓団経歴
事変勃発前、団入植後の略歴

｟お礼の言葉｠

津島地区への入植者数：379戸（昭和20(1945)〜38(1963)年）

津島地区の戸数・人口推移

昭和13(1938)年 375戸  2,407人

昭和31(1956)年 773戸(+398戸･206%) 4,218人(+1,811人･175%)

赤宇木三部作 その１(2017年)
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馬場靖子 写真集

『あの日あのとき 古里のアルバム
 私たちの浪江町・津島』

古里に心を寄せて。福島県浪江町津島の変わりゆ
く姿を捉えた記録

本書は、福島県浪江町津島の元住民である著者・
馬場靖子氏が、原発事故前から撮影を続けてきた

古里の移り変わる姿を鮮明に記録した写真集です。

この作品は、事故前の穏やかな日々を写した写真

と、原発事故後の荒廃した津島の風景が織り交ぜ
られています。祭りや家族との団らん、人々の日常

生活を切り取った写真からは、かつての津島が持
つ豊かな文化や温かなコミュニティの姿が生き生き

と伝わってきます。一方、荒れ果てた田畑や家々

の姿を捉えた事故後の写真には、古里の辛い現実
が克明に映し出されています。【東京印書館HP】

赤宇木三部作 その３(2024年)

59

豊田直巳 写真集

百年後を生きる子どもたちへ
「帰れないふるさと」の記憶

東日本大震災による原発事故で、突然、
放射能にふるさと(郷土)を追われた人び
との苦悩や取組み―避難・転居、郷土調
査…、いつか帰ってくるかもしれない子
どもたちに向けた願いや取組み―郷土の
再発見・記録集づくりなどをつぶさに伝
え、静かに問いかける写真絵本。第66回
産経児童出版文化賞大賞『それでも「ふ
るさと」全3巻』続編。

津島関連本 その１
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豊田直巳 写真集
原発災害は今も それでも「ふるさと」

帰れない山里 消えゆくわが家

豊かな山の幸や人の絆に生かされた山里
―浪江町津島。原発から遠く離れていな
がら、原発災害が大きく「帰れない山
里」に。その中でわが家を解体した人々
の無念の思い、山里の風景や文化を記録
する取り組みを伝える。

津島関連本 その２

61

須賀武継 写真集

『浜通り 2000～2003 福島』

東日本大震災から10年。今は失われた福島県・
浜通りの景色が生き生きと蘇る。

福島県を中心に活動する写真家・須賀武継氏が
中・大判のフィルムカメラで撮影した2000～2003

年の浜通り地方の穏やかな風景。どの故郷にもあ
るようなごく普通の日常です。しかしそこは、2011

年以後、5～10メートル級の堤防が立ち並び風景

が一変してしまった海辺など、今となっては見ら
れなくなってしまった光景が多々ある地域。

本書には、震災以前の景色が鮮明に記録された、
奇跡とも呼べる貴重な写真が収められています。

「フクシマ」でも「Fukushima」でもない、福島県・浜

通り地方の豊かな魅力を楽しんでいただける写
真集です。  【雷鳥社HP】

2011.3.11以前にも 福島は存在しました —— 3.11後の福島のみが注目される切なさ ——
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ご清聴 ありがとうございました。

『百年後の子孫たちへ』中表紙より

忘れないでください

原子力緊急事態宣言は発令中!!
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